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１  事業概要 

 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける「低所得のひとり親世帯」及び「その他低

所得の子育て世帯」に対し、児童（１８歳未満。障害児の場合は２０歳未満。）一人当たり

５万円の特別給付金を支給するもの。 

 

２ 支給対象者 

⑴低所得のひとり親世帯（令和５年３月分児童扶養手当受給者等） 

世帯数：約１，３００世帯 支給対象児童数：約２，３００名 

⑵⑴以外のその他低所得の子育て世帯 

世帯数：約９００世帯 支給対象児童数：約１，４００名 

 令和４年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）」

の支給対象者であった者 

 ※⑴⑵いずれも、直近で収入が減収したことにより家計が急変し、支給基準を満たした世

帯等についても支給対象となる（家計急変者） 

 

３ 支給額 

児童１人あたり５万円 

 

４ 支給方法 

 支給対象者に対し、令和５年５月末日までに申請不要で支給。 

 家計急変者等については、申請が必要となり６月以降申請受付。      

 

５ 事業費 

本事業に要する予算は１８８，４７２千円（国庫負担：１０/１０）で、５月の臨時議会に

て補正予算案として上程を予定している。   

 【内訳】 給付金 １８５，０００千円 

（ひとり親分：１１５，０００千円、その他世帯分：７０，０００千円） 

      事務費 ３，４７２千円              
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